
備
考

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ フェリシアコドモタンキダイガク

大 学 の 名 称 フェリシアこども短期大学（Felicia College of Childhood Education)

大 学 本 部 の 位 置  東京都町田市三輪町1135

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ガッコウホウジン　メイセンガクエン

設 置 者 学校法人　明泉学園

大 学 の 目 的

本学の目的は、教育基本法及び学校教育法の本旨、並びに「愛の教育」の実践を目指すという建
学の精神を踏まえ、高等学校教育の上に、広範な一般教養と専門的知識・技能を教授研究するこ
とを通じ、グローバル社会に対応できる資質を備えた乳幼児教育者を育成することを目的及び使
命としている。

新 設 学 部 等 の 目 的

本学では国際こども教育学科の再編計画を策定し、少子高齢化に伴う受験者数の減少と入学定員
の実態との乖離という課題に対し、教育の質の確保と安定的な運営基盤の確立を図るため、収容
定員の変更を決定した。新たな入学定員50名は、こども教育コースと国際こども教育コースに適
切に振り分け、幼稚園教諭二種免許および保育士資格の取得を目指す学生の養成を継続してい
く。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

2 50
(100)

― 150
（200）

令23条の2
第4項

年 人 年次
人

人

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義

計

短期大学
（幼児教育

学）

教育関係

　　年
月

第　年次

令和９年
４月１年

次

東京都町田市
三輪町1135

国際こども教育学科

演習 実験・実習 計

科目 科目 科目 科目

同一設置者内におけ
る 変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

平成30年4月学科名称変更
　幼児教育学科→国際こども教育学科（平成28年6月届出済み）
令和2年4月名称変更
　鶴川女子短期大学→フェリシアこども短期大学(令和元年6月届出済み）
令和2年4月収容定員変更(令和元年11月届出済み）
　〔定員減〕（150→130）
令和8年4月収容定員変更(令和6年12月届出済み）
　〔定員減〕（130→100）

単位

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

5人 1人 3人 2人

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
5人 1人

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5人 1人 3人 2人

（0） （0）

計（ａ～ｄ）
5人 1人 3人 2人

11人 1人 22人

（5） （1） （3） （2） （11） （1） （22）

11人 大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数
６人

（5） （1） （3） （2） （11）

0 0 0 0

3人 2人 11人

（5） （1） （3） （2） （11）

0

（0） （0） （0）

（0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0）

（0） （0）

11人

（5） （1） （3） （2） （11）

計
5 1 3 2 11 1 22

（5） （1） （3） （2） （11） （1） （22）

― ― ― ― 大学設置基準別
表第一イに定め
る基幹教員数の
四分の三の数
６人

（―） （―） （―） （―） （―）

― ― ―

（―） （―） （―）

（―）

（―） （―）

― ― ―

（―） （―）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

（―） （―）

小計（ａ～ｂ）
― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

― ―

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

―

（―） （―） （―） （―） （―）

（―） （―） （―）

―

（―） （―） （―） （―） （―）

既

設

分

1

計
― ― ― ―

合 計
5 1 3 2

計（ａ～ｄ）
― ― ― ―

22

（5） （1） （3） （0） （11） （1） （22）

11
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職 種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
4人 8人 12人

（4）

図 書 館 職 員
1 0 1

（1） （0） （1）

（8） （12）

技 術 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

指 導 補 助 者
0 1

（0） （1） （）

そ の 他 の 職 員
0 0

（0） （0） （）

計
5人 9人 13人

（5） （9） （13）

0㎡ 54920㎡

校

地

等

区 分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

0㎡

6631㎡

合 計 54920㎡ 0㎡

校 舎 敷 地 54920㎡ 0㎡ 0㎡ 54920㎡

そ の 他 0㎡ 0㎡ 0㎡

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

0㎡ 0㎡ 6631㎡

（ 2816㎡）（ 0㎡） （ 0㎡）（ 2816㎡）

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 室 教 員 研 究 室 室

校 舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

標本

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 〔うち外国書〕

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （ ） （ ）

種 〔うち外国書〕 点 点

図書 学術雑誌 機械・器具

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

㎡ ㎡ ㎡

（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （ ） （ ）
計

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図 書 購 入 費 280千円 280千円

共同研究費等 476千円 476千円

1350千円

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 100千円 100千円

設 備 購 入 費 2,200千円 2,200千円

千円 千円 千円 千円

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金、雑収入等

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

1570千円

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称 フェリシアこども短期大学（Felicia College of Childhood Education)

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

100 ― 200 短期大学士
（幼児教育学）

昭和
43年度

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

東京都町田市
三輪町1135

国際こども教育学科 2

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

倍

附属施設の概要 該当なし

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。

－基本計画書－2－



入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 変更の事由

フェリシアこども短期大学 フェリシアこども短期大学

国際こども教育学科 100 ― 200 国際こども教育学科 50 ― 100 定員変更（△50）

(うち こども教育コース) （70） （140） (うち こども教育コース) （30） （60）
(うち 国際こども教育コース) （30） （60） (うち 国際こども教育コース) （20） （40）

計 100 ― 200 計 50 ― 100

令和８年度 令和９年度

学校法人明泉学園　設置認可等に関わる組織の移行表

－基本計画書－3－



校地校舎等の図面

①都道府県内における位置関係の図面

本学は東京都町田市三輪町に位置する。 東京都と神奈川県の県境にあり、 最寄り駅は小田急

線の鶴川駅と柿生駅である。 鶴川駅は東京都町田市、 柿生駅は神奈川県川崎市に属する。

里山等、 豊かな自然に囲まれた環境であり、 その特性を生かした教育を展開している。
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②最寄り駅からの距離、 交通機関及び所要時間がわかる図面

最寄りの小田急線鶴川駅から本学までの路線バスによる便が確保されている。 バスを利用す

る場合、 鶴川駅から本学までの所用時間は15分程度である。また、小田急線柿生駅から本学ま

での距離は2. 5kmであり、 徒歩で 30分程度である。 小田急線は、 鶴川駅の隣駅の町田駅でJR

横浜線、 新百合ヶ丘駅は小田急多摩線に接続し、 登戸駅ではJR南武線、 下北沢駅では井の頭線

の乗り換えができる。 また、 東急田園都市線の市が尾駅からバスの便などもあり、 最寄りのバ

ス停から本学までは18分程度である。
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③校舎、運動場等の配置図

④別紙「校地校舎図面」参照

　校地：2, 4168. 44m2

　校舎面積：6,624.48 m2

⑤校舎の平面図別紙「校地校舎図面」参照

－図面－2－
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名綽 匿段室2

8500 

103500 
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記号 仕樟 B号 仕巖

虚
仕線

王
仕様

＾ 主璽な出入口 圏 特定防火殷肯（常峙1ll鑽式、令112条第14項第―号適合） 累内糧貴：トイレ 皇綺子用皇室幅 3500mm以上
.... Ill入口 侍 特定防火設備（薗峙1!1lll1式・慧碧遭動．令112条第14項第二号遍合） 稟内篇貴：室綺子利用者便房 91400ヽ, 通闘幅 1400mm以上

閉眉26年醒翌省住爵琵算14号 lll簾li[i!i 圃 防火懃備（常峙目鑓式、令112条第14項第 号適合）

屯
稟内糧盪：授乳室 竿 圃蒻幅 1600mml:l上

酉繕Ei!i・竪穴Ei!i l'li 防火盪備（髄時閉鑓式•恒患運動、令112条第14頂第―号適合） 累内篇貴：里綺子利用者駐皇燭 10
I 
00

l ヽ 出入口幅 1000mm以上
東京糧毘策安全条91 8条E画 ss 侍定訪火讀肩（覆息這蘭顧員板式シャッター、令112条第14項算二号置合） 案内篇貴：畠合案内園 8

I 
ぶlヽ 出入口幅 850mm以上

令114条区画 員 防火設備（法2条9母の2口） （絹入ガラス） 稟内篇盪：フロアマップ ---(j)- St-FB CH11 OOl 
消防法による11/i火区匪 遍 常時開鑓式遮鯉性能付扉 一気

音声誘導Ill器 ----(i)- St-FB (H1100) +St-D iDe (H800) 
ffl�lltD Ill腿皇から恥す飩l昔tl1までQ馴） 匠l 不饂目 案内信貴：エレペーター 王 St-D iDe (H800) 
注意鴫紀鋲 ▲ 非常月進入口 CW=750 H=1200l�.I:) ＿粒

突き出し案内●盪：エレベーター

巨 誘尊鋲 ▲ 代替進入口 CW=750 H=1200以上） 突き出し累円璽羹：トイレ
ヤ”””‘ 屋内悧火栓（記管側面接続、 900•200) 匿 屋外員馘●湯グレーチング範眉l

符'昆ほ99霜●弔
寄

●埜9誌
●

99

●
9呈9ご:伝:青

罪

n`’埒烹
：醤

昏『芽堵忠ぷ翡
出
出！屯

3
Eよ苓’甘m盟彊•九ロ：出霊芦・悶は一；二＂心，ユ1出に； 鱚（11い仕0上1藁げとする

• 屋内消火栓（配管青匝慢続、 750•350) • PS,DS,EPSは全て本平区・傭考蔚火尉は11已なき員り綱示仕篇 ト） トイレ詳細國別紙添付 • t員冒と色鵞差
® マンホール ． Iレバーハンド』り竃付菖さ FL+1000.クレセント覧付菖さ FL+1000 （多） 多目的トイレ詳細目別紙振付

： 
胄者0量畠と色舅差配大き（

． 岡日＂ない爛合．仕上げレベルはFL士0とする．
図 床点籟口 ． 蔚火霞冒仕●：欝足欝火量曹•••平12年霞51369号． 防火置働…平12年霞51360号 皇 阜綺子トイレ詳細目月II紙捧付

” 授孔室詳細園別紙添付

2「歩行臣霞
番号 1 距菖(ml 距崖合計・距崖制限(ml 翡唱耕仕をm9駐令引16棗机9-99号頃当する皇判定
直通鼈段に至る歩行距菖

A I（中勇畠室2から罠匿室1まで） 17. 798+ 2.321 +6.080+ 2.140+0. 783 29.122 <50+10 
B I（中講舅室2から胃段室2まで） 17. 798+ 1.J11 +41.161+ 7.199+5 .656+ 1.07佃．81J 78.122 。 ゜ OK 

名直逓覧段に至る歩行且関の璽複距鼈 17.798+2.321+6.080 26.199 <(50+ 10)/2 
C I（普通讃曇皇1から層段室1まで） 11.731 + 1.754+ 13.425+ 2.139+0. 783 29.832 <50 
D I（普通舅畠室1から眉慶室2まで） 1.001+9.517+16.6術7.29!1+5.656+iom邸13 43.886 ゜ OK 

名直量欝段に至る歩行経畠の重複臣農 1.901 1.901 <50/2 
E I（貪堂から昌外麗段1まで） 15.381+6.744+ 1.402 23.527 <40+10 
F I（貪堂から屋外霞段2まで） 15.315+6. 776+3. 706+0. 700 26.497 (0) ゜ OK 

名直盪欝段に至る歩行Ill駐の重複臣藁 ゜ ゜ <(40+101/2 
G I（ラーニングコモンズから農段室1まで） 1.075+9.250+ 20.075+ 2.140+0. 783 33.323 <50+10 
H I（ラーニングコモンズから1霞Ill口まで） 6.842+ 1.110+3. 789+4.190+3.561 +9.168+ 2.246 30.906 (0) ゜ OK 

名直橿欝段に至る歩行星畠の重複臣農 1.137 1.137 <(50+10)/2 
I I（ラウンジ2-2から屋外胃段1まで） 11.555+ 12.974+8.343+ 22.835+ 1.403 57.110 
J I（ラウンジ2-2から屋外鼈段2まで） 11.555+ 12.480+3.706+0.700 28.441 <40+10 (0) ゜ OK 

名直通胃段に至る歩行経覧の重複距畠 11.555 11.555 <(40+10)/2 
K I（資料属示室から階段室1まで） 皿l.llll!t5.206t7.29軒1.1161+21謝虹屈 58.149 
L I（資料員示室から唇段室2まで） 5.533+ 1.108+0.450+ 2.074+0.813 9.978 <30 OK 

各直通覧段に至る歩行且畠の亘複距農 5.533+1.108 6.641 <30/2 
避屋階における屋外(/)出口までの塁農距.
M | (1if房から琶外の111ロの一つまで） 7.304+4.002+ 1.849+ 1.571 14.726 <30x2 OK 

Ill一
旦

且―

品＿
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旺一
m

直遍胃段
1,380.5 
166.7 
290 
s 

1,215.5 
2,911 
24 
4,000 

礁一
翻一
m＿
幅

g-

品＿
i

旺一
m

階段室3
2欝→3階
豊絡胃段
1,260.5 
188.2 
240 
s 

1220.5 
2,671 
17 
3,200 

名綽 屋外麗段1
新分 1霞→2胃
糧類 直圃胃段
幅 1,450 

鼠J: 195.7 
躇圃 240 
構造 s 

ll1I場幅 1,450 
爾場臭行 1,200 
段叢 23 
高さ 4,500 

名綽 昌外階段2
韻分 1霞→2覧
種類 直量胃段
幅 1,231 

露J: 196.5 
樋iii 240 
構臼 s 

ll1I爆幅 1,231 
llll燭臭行 1,200 
段霰 23 
冨さ 4,520 

嵐K.. 名鼻 ●璽I(•) .火... I(•) 
・幻直（2） 106,7ーニングコモン叩 心、62 “,62 92F) 

214.,,ンジ 101.97 
214.,ウンジ 111.52 

215．カフエテリア 珈．80庸匹(3) DS2-2 632 箕氾7692F9 テ9ス2-1-1 20.97 
""'ス2-1-2 1.27 
●●テラス 25.91 

201•一 174-69 
206.- 18719 
207.- 84.58
206.1馴罐 ...,. 
209.- 84、只
210.... 85.SJ

211··量棗胄重 訊58
212.,ーニングコモンカX! 84A8 

202.置鸞書 12.34 
20J．層鸞璽 11.40 
204．層賣皇 11A0 
四．層鸞重 ＂ふ1

211賣鼻員最重 22.01 
割偵'2-1 47.30 欝幻暉(6) W胄？ー1 6.66 1370.46 

＂附會12-2 7.50 
M四—1 12.55 
PS2-1 273 
PS2-2 1.“·i 
052-1 1.34 
EPS2-1 1.72 
EPS2-2 5.81 

f'I*—ル2ー1 19.82 
工レペーター 10.86 
●量書1 15.74 
·皇量2 19.85 
鼻下2-1 240.99 
•々99ス 35.J:

●● 54.14
冒劃＂！ 4.58 
..... 3.09 
●●記 2.4-1 
... 5.67 

220.... 16.58 
221．暑貫璽 15.32 

222.カウン會リン，，書 16.g4
219.- 125.58 

216.1●●TI● 125.09 
闇訳�-2 お．89

'll'/N胄？ー3 272 
・幻直（7) Ml\0.2—2 11.45 

邸9.3992F) PS2-3 211 
PS2-4 252 
EPS2-3 6．ぉ
DS2-3 1.Xl
●量量5 17,64 

鼻下2-2 64広：
會12-1 x.IO
ゴミ·· 1i95 
□1 in!l 

贄麟トイレ 3.24 
輝シャワー璽 ... , 
·下2-3 7.92 
,,.,ス2-2 1.22 

211.nリエ04 90,43 
な魯よし＊ー具· J6.9B 

どんぐりは,..エントランス 15.09 
218.l!hぐりはうす T1.99 冒匹(8) お1.10どんぐりは,.,..』遭直 12.19 
どんぐりはうすti 5.16 
C叩・・層璽 1J.29 

z
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令租2年9月農図 縮 尺

鶴｝1|女子短!!II大学校含改簗工事
1: 200GA1 
1: 4000A3 闘同名 2階平圃闘 fl•A-044

設計事務所 棗直9知事皇員算32752号代表園9役畠員実
株式会社開研召建簗蔀市設計事務所 ー級建菓士第319352号宮原賢次

－図面－5－



－図面－6－



FIRE EXTINGUISHER・FIRE HYDRANT
消火器・消火栓

3F
308

307

306

310

301

301

302

302

303 304

304

309 310 311 312 313 314

305

307

305

313308

311

309

312

303

306

314

PIANO ROOM

PIANO ROOM

ピアノ室

ピアノ室

講義室
CLASS ROOM

ピアノスペース
PIANO SPACE

講師室 02
TEACHER’S BREAK ROOM 02

楽器庫
INSTUMENT STORAGE

研究室
PROFESSOR’S OFFICE

研究室
PROFESSOR’S OFFICE

ピアノ室
PIANO ROOM

ピアノ室
PIANO ROOM

ピアノ室
PIANO ROOM

ピアノ室
PIANO ROOM

音楽室
MUSIC ROOM

音楽室
MUSIC ROOM

EV

1F

128

120

121

105

112

116

113

事務室

図書館

122
123

124

125

127
126

101

102

103

104

107

106

108

129

130

131

117115 118

111
EV

115

122

101

102 108

109

129

116

123117

124

103

110

130

GYMNASIUM

LOCKER ROOM 01

体育館

更衣室 01

131
LOCKER ROOM 02
更衣室 02休憩室

BREAK ROOM

104 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

105 講師室 01
TEACHER’S BREAK ROOM 01

ゼミ面談室
SEMINAR ROOM

111 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

112 会議室 01
MEETING ROOM 01

ゼミ面談室
SEMINAR ROOM

ゼミ面談室
SEMINAR ROOM

印刷室
PRINTING ROOM

応接室 01
RECEPTION ROOM 01

応接室 02
RECEPTION ROOM 02

保健室
SCHOOL INFIRMARY

リビングルーム
FREE SPACE

アトリエ 01
STUDIO 01

研究室
PROFESSOR’S OFFICE

研究室
PROFESSOR’S OFFICE

118 学生支援スペース
STUDENT SUPPORT SPACE

119 図書館
LIBRARY 125 アトリエ 02

STUDIO 02

126 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

106 ラーニングコモンズ 01
LEARNING COMMONS 01

113 会議室 02
MEETING ROOM 02

120 メインエントランス
MAIN ENTRANCE

127 アトリエ 03
STUDIO 03

107 ゼミ面談室
SEMINAR ROOM

114 事務局
SCHOOL OFFICE

121 エントランスホール
ENTRANCE HALL

128 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

109 110

211 216201

202

206

207

221

212 217

213 218203 208

222

PROFESSOR’S OFFICE

COUNSELOR

研究室

カウンセリング室

講義室
CLASS ROOM

204 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

205 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

講義室
CLASS ROOM

209 講義室
CLASS ROOM

210 講義室
CLASS ROOM

講義室
CLASS ROOM

講義室
CLASS ROOM

リビングルーム
MOCK NURSERY ROOM

ラーニングコモンズ02
LEARNING COMMONS 02

資料展示室
FELICIA HISTORY EXHIBIT

調理実習室
TRAINING KITCHEN

アトリエ 04
STUDIO 04

模擬保育室
DONGURI HOUSE

研究室
PROFESSOR’S OFFICE

研究室
PROFESSOR’S OFFICE

214 ラウンジ
LOUNGE

215 食堂
CAFETERIA

219 講義室
CLASS ROOM

220 研究室
PROFESSOR’S OFFICE

2

220

222

221

202 203 204 205

201
213

214

215

210208207

206

211 212

219216

209

217 218

EV

F

だれでもトイレ
2-1

だれでも
トイレ

2-2

みんなの
トイレ

学生出入口
※IDチップは下側の SECOMカードリーダーにかざすと扉が開きます。

滑り台

避難口

避難口

避難口

避難口

避難口

呼び出し
掲示板

掲示板

コピー機
避難経路

－図面－7－



 
 
 

学   則 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（令和 9 年４月１日施行） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      学校法人 明 泉 学 園        

       フェリシアこども短期大学 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

－学則－1－



学校法人 明泉学園  フェリシアこども短期大学 学則

第１章  総  則 

（目 的） 

第１条 本学は、教育基本法および学校教育法の本旨、並びに「愛の教育」の実践を目指すとい

う建学の精神に則り、高等学校教育の上に、一般教養と専門的知識・技能を教授研究し、グロ

ーバル化に対応できる乳幼児教育者を育成することを目的とする。  

２ 前項の目的を達成するため、フェリシアこども短期大学基本方針（入学者受入れ方針、教育

課程編成実施の方針および学位授与の方針）は別に定める。 

（自己評価等） 

第１条の２ 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的および社会的使命を達成する  

ため、本学における教育研究活動の状況について、自ら点検および評価(以下「自己評価等」

という)を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 自己評価等に関する規則等は、別に定める。 

（認証評価） 

第１条の３  本学は、前条に規定する自己評価等に加え、その教育研究等の総合的な状況 

 について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」 

  という)による評価を受けるものとする。  

２ 認証評価機関による認証評価に関する規則等は、別に定める。 

（教育内容等の改善） 

第１条の４ 本学は教育内容および方法の改善を図るための委員会を設け、教職員の研修・研究

を行う。 

２ 前項の委員会については、別に定める。 

（教員と事務職員等の連携、協働） 

第１条の５ 本学は、教員と事務職員等の協働による教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営

を図るため、教員と事務職員等との適切な役割分担の下で連携体制を確保する。 

第２章  学科、学生定員、修業年限等 

（学科、学生定員および所在地） 

第２条 本学において設置する学科および学生定員は、次のとおりとする。 

名称 入学定員 収容定員 

国際こども教育学科 ５０名 １５０名 

２ 国際こども教育学科に次のコースを設ける。 

名称 入学定員 

国際こども教育コース ２０名 

こども教育コース ３０名 

３ 本学の所在地は、東京都町田市三輪町１１３５番地に置く。 

（教育研究上の目的） 

第２条の２ 国際こども教育学科の教育研究上の目的を次のとおり定める。 
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多文化な乳幼児教育現場において、愛情をもって子どもの最善の利益を保障できる乳幼児教育

者を養成するための教育および研究を行う。 

２ 前項の目的を達成するため、フェリシアこども短期大学基本方針（入学者受入れ方針、教育

課程編成実施の方針および学位授与の方針）は別に定める。 

（修業年限および在学年限） 

第３条 国際こども教育学科の修業年限は、おおむね２年とする。 

２ 在学年数は、４年を超えることができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、第２７条に定める長期履修学生の在学期間は８年を限度とする。 

第３章  学年、学期および休業日 

（学年） 

第４条 学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。但し、秋学期に入学した者の学年

は、10 月 1日に始まり、翌年 9月 30日に終わる。 

（学期及び授業期間） 

第５条 学年を次の２期に分ける。 

春学期 4月 1日から 9月 30日まで 

秋学期 10月 1日から翌年 3月 31日まで 

２ 学長は、前項の規定にかかわらず、春学期の終了日及び秋学期の開始日を変更することがで

きる。 

３ 第１項に定める各学期に二つの期間を置くことができる（４学期制）。 

４ 授業期間は、定期試験等の期間を含め 35週にわたることを原則とする 

５ 授業を重視するために、学期と授業期間が異なった場合は、後者を優先し学事暦に定める。 

（休業日） 

第６条 休業日は、次のとおりとする。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

  冬季休業期間等は学事暦に定める。   

２ 学長は必要がある場合、理事長の許可を得て、休業日もしくは休業期間を変更し、学園の行

事、授業、実習、その他の活動を命ずることができる。 

３ 職員の休業日については、学校法人明泉学園就業規則の規定を優先する。  

４ 学長は、理事長の許可を得て、創立記念日等を休業日として設ける場合がある。 

第４章  入学、退学、休学および除籍 

（入学の時期） 

第７条 入学の時期は、学期の始めとする。 

（入学資格） 

第８条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１） 高等学校を卒業した者

（２） 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

(３） 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で、

文部科学大臣の指定した者

(４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者

(５) 文部科学大臣の指定した者

(６) 専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が別に定める

日以後に終了した者

(７) 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学

資格検定に合格した者を含む。）
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(８) 本学の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、１８歳に達した者

（入学の出願） 

第９条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければな  

らない。 

２ 提出の時期、方法および提出すべき書類等については、別に定める。 

（入学者の選考） 

第 10条 前条の入学志願者については、選考を行う。 

２ 選考の方法は別に定める。 

（入学手続きおよび入学許可） 

第 11 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに、身元保証書そ 

の他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学金を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（保証人） 

第 12条 入学を許可された者は、正副保証人を定め届け出なければならない。 

２ 正保証人になることのできる者は、父母または近親者とする。 

（保証人の変動） 

第 13 条 保証人に氏名もしくは住所の変更があったとき、または死亡その他の重大な事情が生

じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。 

（転入学および再入学） 

第 14 条 本学に転入学又は再入学を志望する者があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を 

許可することがある。この場合において、他の大学に在学中の者は、当該大学の学長の発する 

承諾書を提出しなければならない。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目および単位数の取扱い並びに  

在学すべき年数については、学長が決定する。 

（退 学） 

第 15 条 退学しようとする者は、正保証人連署のうえ、本学所定の用紙により願い出て、学長

の許可を受けなければならない。 

（休 学） 

第 16 条 病気その他やむを得ない事情により２か月以上就学することができない者は、学長の

許可を得て休学することができる。 

２ 休学期間が次年度にわたるときは、学年の始めに改めて願いでなければならない。 

（休学期間） 

第 17条 休学期間は、２年を超えることができない。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

３ 休学期間は、修業年限および在学年数に算入しない。 

（復 学） 

第 18条 休学期間内にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

（除 籍） 

第 19条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 

（１） 在学年数を超えた者

（２） 休学期間内に復学できない者

（３） 授業料等の納付を怠っている者
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  （４） １か月以上にわたり行方不明の者 

   （５） 懲戒処分を受けた者 

 

（復 籍） 

第 19 条の１ 第 19 条第２～４号により除籍された者が、保証人連署の上、復籍を願い出たとき

は、教授会の議を経て、学長がこれを許可することができる。 

 

第５章  教育課程および履修方法 

 

（授業科目） 

第 20 条 本学で開設する授業科目および単位数等は、別表第１－１（こども教育コース）、別

表第１－２（国際こども教育コース）のとおりとする。 

 

（単位の計算方法） 

第 21 条 各授業科目の単位数は、１単位の履修時間を教室内および教室外を合わせて４５時間 

とし、次の基準により単位数を計算するものとする。 

  （１）講義については、教室内における１時間の講義に対して教室外における２時間の準備     

のための学修を必要とするものとし、１５時間の講義をもって１単位とする。  

  （２）演習については、教室内における２時間の演習に対して、教室外における１時間の準     

備のための学修を必要とするものとし、３０時間の演習をもって１単位とする。ただ     

し、授業科目の種類によっては、１時間の演習に対して教室外における２時間の準備     

のための学修を必要とするものにつき、１５時間の演習をもって１単位とすることが     

できる。 

 （３）体育実技については、４５時間の授業をもって１単位とする。教育実習における実習は

３０時間、保育実習Ⅰ（保育所）、保育実習Ⅰ（施設）、保育実習Ⅱ、保育実習Ⅲについて

は、４０時間をもって１単位とする。 

 

（成績の評価基準） 

第 22条 成績の評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階とし、Ｄを不合格とする。 

評 価    成 績 

Ｓ ････････ 100－90 

Ａ ････････  89－80  

Ｂ ････････  79－70   

Ｃ ････････  69－60   

Ｄ ････････  59 以下   

２ 成績は、試験等による。 

 

（単位の授与） 

第 23条 成績の評価および単位の最終的認定は、学長が行う。 

２ 履修の方法、単位の算定、履修の登録等の必要な事項は別に定める。 

 

（履修科目の登録の上限） 

第 23 条の２ 適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数につ

いて、１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める。上限単位数およ

び運用に関する事項は別に定める。 

 

 

第６章  卒 業 要 件 等 

 

（卒業の要件） 

第 24 条 本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、別表第１に定めるところにより  

６２単位以上を修得しなければならない。 
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（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第 24 条の２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修

した授業科目について修得した単位を、３０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学した場合に準用する。 

 

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第 24 条の３ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専

攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修、および別に定める機関が実施して

いる技能検定試験に合格した場合、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えること

ができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項および第２項により修得したものとみ

なす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 24 条の４ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学にお

いて履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により

修得したものとすることができる。 

２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみ

なし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学の場合を除

き、第 24 条の２第１項および前条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と

合わせて３０単位とする。この場合において、第 24 条の２第２項により本学において修得し

たものとみなす単位数と合わせるときは、４５単位を超えないものとする。 

 

（卒業および学位授与） 

第 25 条 本学に２年以上在学し、別表第１に定める授業科目および単位数を修得した者につい

ての卒業の最終的認定は、学長が行う。 

２ 学長は卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与し、本学学位規程の定めるところにより  

短期大学士の学位を授与する。 

 

（資格の取得） 

第 26条 本学において取得することができる免許および資格の種類は、次のとおりとする。 

  幼稚園教諭二種免許 

  保育士資格 

２ 幼稚園教諭二種免許を取得する者は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）および

教育職員免許法施行規則(昭和２９年文部省令第２６号）に定めるところに従い、別表第１－

１、別表第１－２および別表第２に掲げる科目のうち、別に定める所定の単位を修得して、本

学を卒業しなければならない。 

３ こども教育コースで保育士資格を取得する者は、保育士を養成する学校その他の施設の修業

科目および履修方法（平成１３年５月２３日厚生労働省告示第１９８号）に定めるところに従

い、別表第１－１および別表第３に掲げる科目のうち、別に定める所定の単位を修得して、本

学を卒業しなければならない。 

４ 国際こども教育コース・専攻科の３年間で保育士資格を取得する者は、保育士を養成する学

校その他の施設の修業科目および履修方法（平成１３年５月２３日厚生労働省告示第１９８号）

に定めるところに従い、別表第１－２、別表第３および別表第４に掲げる科目のうち、別に定

める所定の単位を修得して、本学を卒業および修了しなければならない。 

 

第７章  長期履修学生 

 

（長期履修学生） 

第 26 条の２ 学生が職業を有している等の事情により、第３条に定める修業期限を越えて一定

の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出た時は、長期履
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修学生としてその計画的な履修を認めることができる。 

２ 長期履修学生に関して必要な事項は別に定める。  

 

第８章  科目等履修生、聴講生 

 

（科目等履修生） 

第 27 条 本学において一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教授 

会の議を経たうえ、科目等履修生として履修を許可することができる。 

２ 科目等履修生が履修した授業科目に対し、本学の定める方法により単位を与えることがで  

きる。 

 

（科目履修料等） 

第 28 条 科目等履修生は、所定の期日までに科目履修料等を納付しなければならない。 

２ 前項の科目履修料等は、別に定める。 

 

（補充規定） 

第 29 条 前２条に定めるもののほか、科目等履修生に関して必要な事項は、別に定めることが 

 できる。 

 

（聴講生） 

第 29 条の２ 本学において、科目の聴講を希望する者があるときは、審査のうえ聴講生として 

許可することができる。  

２ 聴講生について必要な事項は、別に定める。 

 

     第９章  入学検定料、入学金、授業料その他の費用等 

 

（入学検定料等の金額） 

第 30 条 本学の入学検定料、入学金および授業料等の金額は、別表第５のとおりとする。 

 

（授業料等の納付の時期） 

第 31 条 授業料等の納付の時期および方法に関して必要な事項は別に定める。 

 

（退学および除籍の場合の授業料） 

第 32 条 学期の中途で退学又は除籍された者の当該学期分の授業料は納入しなければならな  

い。 

 

（学年の中途で卒業する場合の授業料） 

第 33 条 学年の中途で卒業する者の授業料は前条の規定を準用する。 

 

（休学等の場合の授業料） 

第 34 条 休学を許可された者は別に定める休学在籍料等を納入するものとし、授業料その他費

用の納入を要しない。 

２ 停学中の期間にかかる授業料は、これを徴収する。 

 

 

（再入学の場合の入学金の特例） 

第 35 条 再入学の場合の納入金の額は、当該再入学者が既に納付した入学金の額を控除した額 

とする。 

 

（納付した入学検定料等） 

第 36 条 既に納付した入学検定料および入学金は、如何なる理由があっても、これを返還しな

い。 
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（特待生又は奨学生） 

第 37 条 人格又は成績の良好な受験予定者を特待生又は奨学生として受け入れることができ

る。候補者の最終的決定は、学長が行う。 

 

第１０章  教職員組織 

 

（学 長） 

第 38 条 本学に学長を置く。学長の任命は、業務決議機関である理事会が行う。 

２ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

 

（副学長および学科長） 

第 39 条 本学に副学長および学科長を置くことができる。副学長および学科長の任命は、理事

会が行う。 

２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

３ 学科長は、学科に関する校務をつかさどる。  

  

（教職員組織） 

第 40 条 本学に、学長、副学長、学科長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、現業

職員、その他の必要な職員を置く。 

２ 特任教授、特命教授、客員教授などを置くことができる。 

 

第１１章  教 授 会 

 

（教授会の設置および構成） 

第 41 条 本学に教授会を置く。 

２ 教授会は、学長および教授をもって組織される。准教授その他の職員を加えることができ

る。 

  

（教授会の招集） 

第 42 条 学長は教授会を招集する。 

 

（教授会の議長） 

第 43 条 学長は、教授会の議長となる。学長に支障があるときは、学長があらかじめ指名した

職員がその任務を代行する。 

 

（教授会の具申事項） 

第 44 条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとす

る。 

（１）学生の入学、卒業および課程の修了に関すること 

（２）学位の授与に関すること 

（３）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聞くことが

必要なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審

議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

 

第１２章  専 攻 科 

 

（専攻科） 

第 45 条 本学に専攻科を置く。 

２ 専攻科は、世界の子どもたちについての学びを深めるとともに、実践研究のスキルを身に 

つけ、国際社会に貢献できる乳幼児教育者の養成を目的とする。 

３ 専攻科の学生定員は次のとおりとする。 
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名称 入学定員 収容定員 

国際こども教育専攻 ２０名 ２０名 

４ 専攻科の修業年限は１年とし、在学することのできる年限は２年とする。 

 

（専攻科の教育研究上の目的） 

第 45 条の２ 専攻科の教育研究上の目的を次のとおり定める。 

多文化な乳幼児教育現場において、感性と探究心をもった実践研究者を養成するための教育お

よび研究を行う。 

２ 前項の目的を達成するため、フェリシアこども短期大学専攻科基本方針（入学者受入れ方

針、教育課程編成実施の方針および学位授与の方針）は別に定める。 

 

（専攻科の入学資格） 

第 46 条  本学の専攻科に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

（１）大学、短期大学または専修学校の専門課程の保育、教育分野の学科を卒業した者 

（２）以下の何れかの免許状または資格を取得した者 

   ①幼稚園教諭免許状（二種以上） 

   ②保育士資格 

（３）本学の入学資格審査により、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

（専攻科の教育課程） 

第 47 条 本学の専攻科において開設する授業科目および単位数等は、別表第４のとおりとす

る。 

 
（専攻科の修了等） 

第 48 条 専攻科を修了するためには、学生は１年以上在学し、別表第４に定めるところによ

り、２４単位以上を修得しなければならない。 

２ 前項に定める授業科目および単位数を修得した者については、教授会の議を経て学長が修了

を認定する。 

３ 学長は、修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。 

 
（専攻科の検定料、入学金、授業料等） 

第 49条  専攻科の検定料、入学金、授業料等の金額は別表第６のとおりとする。 

 

（その他） 

第 50 条 この学則の規程は、第８条、第 17条、第 20 条、第 24 条、第 25条、第 30条および第

33条を除き、専攻科の学生に適用する。 

２ 本学の専攻科に関し本章に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。 

 

第１３章  賞  罰 

 

（表 彰） 

第 51条 善行・功労・成績などに優れている学生を学長が表彰することができる。 

 

（罰 則） 

第 52 条 本学の規則に違反、又は学生の本分に反する行為をした者には、教授会の議を経て、 

学長がこれを懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学、戒告および訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

（１）本学および本学関係者の名誉・信用を失墜させた者  

（２）本学の秩序を乱し、本学関係者に迷惑をかけた者 

（３）本学の定める規程類に違反し、それに従わなかった者 
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（４）学則に違反した者 

４ 学長は、第１項に至らない違反者等に対してこれを戒めるため、教育措置として注意（書）

を与えることができる。 

５ 賞罰に関し本章に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。 

 

第１４章 附属図書館その他の附属施設 
 

（附属施設） 

第 53 条 本学に附属図書館および認定こども園フェリシア幼稚園フェリシアこども短期大学附

属を設置する。 

２ 附属図書館および認定こども園フェリシア幼稚園フェリシアこども短期大学附属に関して必

要な事項は、別に定める。 

 

第１５章   雑  則 

 

（委任規程等） 

第 54 条 この学則の施行に関して必要な委任規程等は、理事会が委任する理事長がこれを定め 

る。 

 

（学則の改廃） 

第 55条 この学則の改廃は、理事会が委任する理事長が行う。 

  

 

附  則 

 この学則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

 

附  則                                 

 この学則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

 

附  則                                     

１ この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。    

２ この学則の施行前に入学した者にかかる卒業要件、授業料の金額および納付時期並びに演習  

費その他の費用の徴収については、なお従前の学則による。               

 

附  則                                   

１ この学則は、昭和５４年４月１日から施行する。  

２ この学則の施行前に入学した者にかかる実習費の金額については、なお従前の学則による。 

 

附  則                                                                 

１ この学則は、昭和５５年４月１日から施行する。                                     

２ この学則の施行前に入学した者にかかる授業料の金額については、なお従前の学則による。 

 

附  則                                                                 

１ この学則は、昭和５７年４月１日から施行する。ただし、入学検定料の金額については、  

昭和５６年１月１日から適用する。                                       

２ この学則の施行前に入学した者にかかる授業料および実習費の金額並びに演習費その他の費  

用の徴収については、なお従前の学則による。 

 

附  則                                                                 

１ この学則は、昭和５８年４月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。          

２ この学則の施行前に入学した者にかかる授業料および実習費の金額並びに別表の適用につい

ては、なお従前の学則による。                                           
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附  則                                  

 この学則は、平成元年４月１日から施行する。 

 

附  則                                   

１ この学則は、平成２年４月１日から施行する。    

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則によ  

る。 

 

附  則                                                                 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。                                        

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則によ  

る。 

 

附  則                                                                 

１ この学則は、平成１１年４月１日から施行する。                                       

２ この学則の施行前に入学した者は従前の学則による。 

 

附  則                                             

１ この学則は、平成１２年４月１日から施行する。          

２ この学則の施行前に入学した者は従前の学則による。      

 

附  則                                         

１ この学則は、平成１４年４月１日から施行する。      

２ この学則の施行前に入学した者は従前の学則による。  

  

附  則                                        

１ この学則は、平成１７年１２月２１日から施行する。     

 

附  則 

１ この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   

附  則 

１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 別表第 6の冷暖房費は、平成１９年・平成２０年入学生は従前のとおりとする。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 別表第１から３の科目名（必修科目）は、平成２６年１０月１日からによる。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 
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による。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２７年９月２４日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 

による。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２９年２月１０日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 

による。 

 

附  則 

１ この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 

による。 

 

附  則 

１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 

による。 

 

附  則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

１ この学則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 
附  則 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 

による。 

 
附  則 
１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 別表第５および別表第６の施設費は、令和５年入学生は従前のとおりとする。 

 
附  則 
１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 
２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 
による。 
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附  則 
１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 
２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 
による。 
 
附  則 
１ この学則は、令和９年４月１日から施行する。 
２ この学則の施行前に入学した者にかかる教育課程の履修については、なお従前の学則 
による。 
３ 学校教育法施行令第２３条の２第１項第４号の規定による届出に係る収容定員の総数及び増

加変更に関する計画の期間は以下のとおりとする。 
 

収容定員 減少変更前の収容定員 増加変更に関する計画期間 

１００名 ２００名 令和９年４月～令和１６年３月 
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別表第１－１ (学則第20条) こども教育コース

系列 科目名
授業
形態

単位 卒業 幼免 保資

日本国憲法 講 2 必 必 必
幼児教育と情報機器演習Ⅰ 演 1 必 必 必
幼児教育と情報機器演習Ⅱ 演 1 必 必 必
英語コミュニケーションⅠ 演 1 必 必 必
英語コミュニケーションⅡ 演 1 必 必 必
文章表現法 講 1 必 必 必
キャンパスライフデザイン 演 1 必 必 必
キャリアデザインⅠ 演 0.5 必 必 必
キャリアデザインⅡ 演 0.5 必 必 必
体育理論 講 1 必 必 必
体育実技 実 1 必 必 必
教育原理 講 2 必 必 必
教職概論 講 2 必 必 必
保育の心理学 講 2 必 必 必
特別支援教育（障害児保育）Ⅰ 演 1 必 必 必
教育課程総論（保育の計画と評価） 講 2 必 必 必
自然遊びと生活環境保全Ⅰ 演 1 必 必 必
保育内容総論 演 1 必 必 必
幼児と健康 講 1 必 必 必
幼児と人間関係 講 1 必 必 必
幼児と環境 講 1 必 必 必
幼児と言葉 講 1 必 必 必
幼児と表現 講 1 必 必 必
保育者入門 講 1 選
AIクリエイティブ論 講 2 選
幼児音楽入門（うた） 演 1 選
幼児音楽入門（ピアノ）Ⅰ 演 1 選
幼児音楽入門（ピアノ）Ⅱ 演 1 選
幼児造形入門 演 1 選
サービスラーニングⅠ 演 1 選
サービスラーニングⅡ 演 1 選
サービスラーニングⅢ 演 1 選
児童文化 講 1 選
国際理解Ⅰ 講 2 選
国際理解Ⅱ 講 2 選
Intensive Listening 演 1 選
留学英語準備講座Ⅰ 演 1 選
留学英語準備講座Ⅱ 演 1 選
English ConversationⅠ 演 1 選
English ConversationⅡ 演 1 選
English ConversationⅢ 演 1 選
English ConversationⅣ 演 1 選

保健体育
科目

教
養
科
目

教
養
科
目

専
門
教
育
科
目
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保育内容（健康）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（人間関係）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（環境）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（言葉）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（表現）の指導法Ⅰ 演 1 選 必 必
保育内容（表現）の指導法Ⅱ 演 1 選 必 必
保育・教育方法技術論 講 2 選 必 必
子ども理解と相談・援助 演 2 選 必 必
保育・教職実践演習（幼） 演 2 選 必 必
幼児造形Ⅰ 演 1 選 必 必
幼児造形Ⅱ 演 1 選 選 選
幼児音楽Ⅰ 演 1 選 必 必
幼児音楽Ⅱ 演 1 選 必 必
幼児音楽Ⅲ 演 1 選 必 選
幼児音楽Ⅳ 演 1 選 選 選
声楽Ⅰ 演 1 選 選
声楽Ⅱ 演 1 選 選
教育実習指導 演 1 必
教育実習 実 4 必
保育原理 講 2 選 選 必
保育者論 講 2 選 選 必
社会福祉 講 2 選 選 必
子ども家庭福祉 講 2 選 選 必
子育て支援 演 1 選 選 必
社会的養護Ⅰ 講 2 選 選 必
社会的養護Ⅱ 演 1 選 選 必
子ども家庭支援の心理学 講 2 選 選 必
子どもの保健 講 2 選 選 必
子どもの健康と安全 演 1 選 選 必
子どもの食と栄養 演 2 選 選 必
子ども家庭支援論 講 2 選 選 必
乳児保育Ⅰ 講 2 選 選 必
乳児保育Ⅱ 演 1 選 選 必
特別支援教育（障害児保育）Ⅱ 演 1 選 選 必
自然遊びと生活環境保全Ⅱ 演 1 選 選 選
幼児体育Ⅰ 演 1 選 選 選
幼児体育Ⅱ 演 1 選 選 選
保育実習指導Ⅰ（保） 演 1 必
保育実習Ⅰ(保育所) 実 2 必
保育実習指導Ⅰ（施） 演 1 必
保育実習Ⅰ(施設) 実 2 必
保育実習指導Ⅱ 演 1
保育実習Ⅱ 実 2
保育実習指導Ⅲ 演 1
保育実習Ⅲ 実 2
保育英語Ⅰ 演 1
保育英語Ⅱ 演 1
乳幼児と脳科学 演 2
国際こども教育概論 講 2
子どもと世代間交流 講 2
比較乳幼児教育論 講 2
多文化保育論 講 2
世界のＥＳＤと保育 講 2
海外フィールドワークⅠ 実 1
海外フィールドワークⅡ 実 3
異文化体験 演 1 選
保育英語Ⅲ 演 1
言語教育と幼児教育 講 2
保育内容特論 演 1
異文化コミュニケーション演習 演 1
多文化間心理学 講 2
家族と多文化社会 講 2
教育と経営 講 2
保育とアート 演 1
こどもと国際貢献 演 2

選
択
必
修

専
門
教
育
科
目

－学則－15－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１－２ (学則第20条)国際こども教育コース

系列 科目名
授業
形態

単位 卒業 幼免 保資

日本国憲法 講 2 必 必 必

幼児教育と情報機器演習Ⅰ 演 1 必 必 必
幼児教育と情報機器演習Ⅱ 演 1 必 必 必
英語コミュニケーションⅠ 演 1 必 必 必
英語コミュニケーションⅡ 演 1 必 必 必
文章表現法 講 1 必 必 必
キャンパスライフデザイン 演 1 必 必 必
キャリアデザインⅠ 演 0.5 必 必 必
キャリアデザインⅡ 演 0.5 必 必 必
体育理論 講 1 必 必 必
体育実技 実 1 必 必 必

教育原理 講 2 必 必 必

教職概論 講 2 必 必 必
保育の心理学 講 2 必 必 必
特別支援教育（障害児保育）Ⅰ 演 1 必 必 必
教育課程総論（保育の計画と評価） 講 2 必 必 必
自然遊びと生活環境保全Ⅰ 演 1 必 必 必
保育内容総論 演 1 必 必 必
幼児と健康 講 1 必 必 必
幼児と人間関係 講 1 必 必 必
幼児と環境 講 1 必 必 必
幼児と言葉 講 1 必 必 必
幼児と表現 講 1 必 必 必
保育者入門 講 1 選
AIクリエイティブ論 講 2 選
幼児音楽入門（うた） 演 1 選
幼児音楽入門（ピアノ）Ⅰ 演 1 選
幼児音楽入門（ピアノ）Ⅱ 演 1 選
幼児造形入門 演 1 選
サービスラーニングⅠ 演 1 選
サービスラーニングⅡ 演 1 選
サービスラーニングⅢ 演 1 選
児童文化 講 1 選
国際理解Ⅰ 講 2 選
国際理解Ⅱ 講 2 選
Intensive Listening 演 1 選
留学英語準備講座Ⅰ 演 1 選
留学英語準備講座Ⅱ 演 1 選
English ConversationⅠ 演 1 選
English ConversationⅡ 演 1 選
English ConversationⅢ 演 1 選
English ConversationⅣ 演 1 選

保健体育
科目

教
養
科
目

教
養
科
目

専
門
教
育
科
目
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保育内容（健康）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（人間関係）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（環境）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（言葉）の指導法 演 1 選 必 必
保育内容（表現）の指導法Ⅰ 演 1 選 必 必
保育内容（表現）の指導法Ⅱ 演 1 選 必 必
保育・教育方法技術論 講 2 選 必 必
子ども理解と相談・援助 演 2 選 必 必
保育・教職実践演習（幼） 演 2 選 必 必
幼児造形Ⅰ 演 1 選 必 必
幼児造形Ⅱ 演 1 選 選 選
幼児音楽Ⅰ 演 1 選 必 必
幼児音楽Ⅱ 演 1 選 必 必
幼児音楽Ⅲ 演 1 選 必 選
幼児音楽Ⅳ 演 1 選 選 選
声楽Ⅰ 演 1 選 選
声楽Ⅱ 演 1 選 選
教育実習指導 演 1 必
教育実習 実 4 必
保育原理 講 2 選 選 必
保育者論 講 2 選 選 必
社会福祉 講 2 選 選 必
子ども家庭福祉 講 2 選 選 必
社会的養護Ⅰ 講 2 選 選 必
子どもの保健 講 2 選 選 必
子どもの健康と安全 演 1 選 選 必
子どもの食と栄養 演 2 選 選 必
子ども家庭支援論 講 2 選 選 必
乳児保育Ⅰ 講 2 選 選 必
乳児保育Ⅱ 演 1 選 選 必
特別支援教育（障害児保育）Ⅱ 演 1 選 選 必
自然遊びと生活環境保全Ⅱ 演 1 選 選 選
幼児体育Ⅰ 演 1 選 選 選
幼児体育Ⅱ 演 1 選 選 選
保育実習指導Ⅰ（保） 演 1 必
保育実習Ⅰ(保育所) 実 2 必
保育実習指導Ⅰ（施） 演 1 必
保育実習Ⅰ(施設) 実 2 必
保育英語Ⅰ 演 1
保育英語Ⅱ 演 1
乳幼児と脳科学 演 2
国際こども教育概論 講 2
子どもと世代間交流 講 2
比較乳幼児教育論 講 2
多文化保育論 講 2
世界のＥＳＤと保育 講 2
海外フィールドワークⅠ 実 1
海外フィールドワークⅡ 実 3
異文化体験 演 1 選
保育英語Ⅲ 演 1
言語教育と幼児教育 講 2
保育内容特論 演 1
異文化コミュニケーション演習 演 1
多文化間心理学 講 2
家族と多文化社会 講 2
教育と経営 講 2
保育とアート 演 1
こどもと国際貢献 演 2

専
門
教
育
科
目
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必 修 選 択
日本国憲法 2
幼児教育と情報機器演習Ⅰ 1
幼児教育と情報機器演習Ⅱ 1
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
体育理論 1
体育実技 1
教育原理 2
教職概論 2
保育の心理学 2
特別支援教育（障害児保育）Ⅰ 1
教育課程総論（保育の計画と評価） 2
自然遊びと生活環境保全Ⅰ 1
保育内容総論 1
幼児と健康 1
幼児と人間関係 1
幼児と環境 1
幼児と言葉 1
幼児と表現 1
保育内容（健康）の指導法 1
保育内容（人間関係）の指導法 1
保育内容（環境）の指導法 1
保育内容（言葉）の指導法 1
保育内容（表現）の指導法Ⅰ 1
保育内容（表現）の指導法Ⅱ 1
保育・教育方法技術論 2
子ども理解と相談・援助 2
教育実習指導 1
教育実習 4
保育・教職実践演習（幼） 2
幼児造形Ⅰ 1
幼児造形Ⅱ 1
幼児音楽Ⅰ 1
幼児音楽Ⅱ 1
幼児音楽Ⅲ 1
幼児音楽Ⅳ 　 1
特別支援教育（障害児保育）Ⅱ 1
自然遊びと生活環境保全Ⅱ 1
幼児体育Ⅰ 1
幼児体育Ⅱ 1
国際こども教育概論 2

保健体育科目

専
門
教
育
科
目

別表第２（学則第26条第②項）教職課程の科目

系列 科　目　名
単位数

備　考

教養科目
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科　目　名
必 修 選 択

保育原理 2
教育原理 2
子ども家庭福祉 2
社会福祉 2
子ども家庭支援論 2
社会的養護Ⅰ 2
保育者論 2
保育の心理学 2
子ども家庭支援の心理学 2
子ども理解と相談・援助 2
子どもの保健 2
子どもの食と栄養 2
教育課程総論（保育の計画と評価） 2
保育内容総論 1
保育・教育方法技術論 2
幼児と健康 1
幼児と人間関係 1
幼児と環境 1
幼児と言葉 1  
幼児と表現 1
保育内容 (健康)の指導法 1
保育内容 (人間関係)の指導法 1
保育内容 (環境)の指導法 1
保育内容 (言葉)の指導法 1  
保育内容 (表現)の指導法Ⅰ 1
保育内容 (表現)の指導法Ⅱ 1
自然遊びと生活環境保全Ⅰ 1
自然遊びと生活環境保全Ⅱ  1
幼児音楽Ⅰ 1  
幼児音楽Ⅱ 1
幼児音楽Ⅲ 1
幼児音楽Ⅳ 1
幼児造形Ⅰ 1
幼児造形Ⅱ 1
乳児保育Ⅰ 2
乳児保育Ⅱ 1
子どもの健康と安全 1
特別支援教育（障害児保育）Ⅰ 1
特別支援教育（障害児保育）Ⅱ 1
社会的養護Ⅱ 1
子育て支援 1
声楽Ⅰ 1
声楽Ⅱ  1
幼児体育Ⅰ 1
幼児体育Ⅱ 1
保育実習Ⅰ(保育所) 2
保育実習Ⅰ(施設) 2
保育実習指導Ⅰ(保) 1
保育実習指導Ⅰ(施) 1
保育実習Ⅱ 2
保育実習Ⅲ 2
保育実習指導Ⅱ 1
保育実習指導Ⅲ 1

総合演習 保育・教職実践演習(幼) 2

日本国憲法 2 　
幼児教育と情報機器演習Ⅰ 1
幼児教育と情報機器演習Ⅱ 1
文章表現法 1 　
キャンパスライフデザイン 1
キャリアデザイン 1
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
体育理論 1
体育実技 1

保育実習

保育実習Ⅱ・Ⅲのい
ずれか選択必修

保育実習指導Ⅱ・Ⅲ
のいずれか選択必修

教養科目

保育の本質・
目的に関する
科目

保育の対象の
理解に対する
科目

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

別表第３（学則第26条第③項および第④項）保育士養成課程の科目

系列
単位数

備　考
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別表第４（学則第47条）専攻科　国際こども教育専攻

系列 科目名
授業
形態

単位
修了
必修

選択 保資

子育て支援 演 1 必
社会的養護Ⅱ 演 1 必
子ども家庭支援の心理学 講 2 必
保育実習Ⅱ 実 2
保育実習指導Ⅱ 演 1
保育実習Ⅲ 実 2
保育実習指導Ⅲ 演 1
国際理解Ⅰ 講 2 選
国際理解Ⅱ 講 2 選
サービスラーニングⅠ 演 1 選
サービスラーニングⅡ 演 1 選
サービスラーニングⅢ 演 1 選
Intensive Listening 演 1 選
Intensive EAL 演 2 選
英語で伝える日本文化 演 1 選
学修・教育の基礎理論 講 1 選
国際こども教育概論 講 2 必
保育英語Ⅰ 演 1 選
保育英語Ⅱ 演 1 選
保育英語Ⅲ 演 1 選
比較乳幼児教育論 講 2 選
多文化保育論 講 2 選
世界のＥＳＤと保育 講 2 選
子どもと世代間交流 講 2 選
言語教育と幼児教育 講 2 選
保育内容特論 演 1 選
異文化コミュニケーション演習 演 1 選
乳幼児と脳科学 演 2 選
多文化間心理学 講 2 選
家族と多文化社会 講 2 選
教育と経営 講 2 選
保育とアート 演 1 選
こどもと国際貢献 演 2 必
保育英語研究 演 2 選
演習ゼミ 演 2 必
カナダ保育研究 実 2 選
国際こども教育と探求型アドボカシー
（海外ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）

演 1 選

異文化体験 演 1 選

専
門
教
育
科
目

選
択
必
修

教
養
科
目

専
門
教
育
科
目
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別表　第５　国際こども教育学科

（入学検定料、入学金、授業料等）

納付金額

入学検定料 30,000円

入学金 300,000円

授業料 年額　940,000円

施設費 年額　310,000円

１年次　20,000円

２年次　70,000円

諸経費（卒業準備金） 在学期間　30,000円

別表　第６　専攻科　国際こども教育専攻

納付金額

入学検定料 30,000円

入学金 150,000円

授業料 年額　640,000円

施設費 年額　175,000円

諸経費（修了準備金） 6,000円

実験・実習費

（入学検定料、入学金、授業料等）
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令和９年５月２８日 
フェリシアこども短期大学 

 

学則変更について 
 

1. 変更内容 
1）変更箇所 
①学則第 2 章 学科、学生定員、修業年限等 
第 2条（学科及び学生定員） 

②学則第 12 章 専攻科 
第 45 条（専攻科 学生定員） 

 
2）主な変更理由 
これまでの学生募集の実績、および近年の 18 歳人口の急激な減少や短期大学全体を取
り巻く社会情勢等の変化を鑑み、入学定員充足率の現状に合わせた定員設定が必要であ
ると判断したため。 
今回の定員変更は、教育の質を確保し、安定的な運営基盤を確立することを目的として
いる。 

 
3）定員の内訳（令和 9年度以降） 
① 
学科・コース名 入学定員 収容定員 
国際こども教育学科 ５０名 150 名 
（こども教育コース） ３０名 ― 

 （国際こども教育コース） ２０名 ― 
※令和 9年度の収容定員は、2 年次（変更前定員 100 名）および 1 年次（変更後定員 50
名）の合計 150 名となる。 
② 

 入学定員 収容定員 
専攻科 ２０名 ２０名 

 
 
2. 変更時期 
令和 9（2027）年 4月 1日 
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第２章  　学科、学生定員、修業年限等 第２章  　学科、学生定員、修業年限等

（学科及び学生定員） （学科及び学生定員）

国際こども教育学科 国際こども教育学科

２　国際こども教育学科に次のコースを設ける。 ２　国際こども教育学科に次のコースを設ける。

国際こども教育コース 国際こども教育コース

こども教育コース こども教育コース

第１２章　　専　攻　科 第１２章　　専　攻　科

（専攻科） （専攻科）

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

国際こども教育専攻 20名 20名 国際こども教育専攻 30名 30名

名称 入学定員

50名 150名

名称名称

第45 条　本学に専攻科を置く。
２　専攻科は、世界の子どもたちについての学びを深めるととも
に、実践研究のスキルを身につけ、国際社会に貢献できる乳幼児教
育者の養成を目的とする。
３　専攻科の学生定員は次のとおりとする。

第45 条　本学に専攻科を置く。
２　専攻科は、世界の子どもたちについての学びを深めるととも
に、実践研究のスキルを身につけ、国際社会に貢献できる乳幼児教
育者の養成を目的とする。
３　専攻科の学生定員は次のとおりとする。

230名

名称 入学定員

30名

70名

100名

20名

30名

名称 入学定員 収容定員名称 入学定員 収容定員

令和9（2027）年度　フェリシアこども短期大学学則　新旧対照表

新　令和9年（2027）年度

第２条 本学において設置する学科及び学生定員は、次のとおりとす
る。

旧　令和8年（2026）年度

第２条 本学において設置する学科及び学生定員は、次のとおりとす
る。
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- 学則変更等の趣旨 -1- 

 

 

 

 

学則の変更の趣旨等を記載した書類 

 

 

目次 

ア 学則変更（収容定員変更）の内容 

 

･･････ 2 

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性 

 

･･････ 2 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容   

 

･･････ 3 

エ 2 以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画 

 

･･････ 4 

オ 大学設置基準第25 条の4 の規定に基づき授業の一部をサテライトキャン

パス等の校舎以外の場所で行う場合の具体的計画 

 

 

･･････ 

 

4 

カ 教育課程等の特例制度の認定を受けた大学について 

 

･･････ 4 

 

 

 

 

フェリシアこども短期大学 
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ア. 学則変更（収容定員変更）の内容 

フェリシアこども短期大学は、令和9（2027）年度から、国際こども教育学科の入学定員を

以下のとおり変更する。 

 

※1：令和8年度減少分は、令和6年12月の入学定員減申請（130人→100人）によるもの。 

※2：令和9.10年度減少分は、今回の入学定員減申請（100人→50人）によるもの。 

※3：本申請完成年次（令和10年度）の入学定員は50人、収容定員は100人を予定。 

※4：国際こども教育コースの変更はない。 

 

イ．学則変更（収容定員変更）の必要性 

学校法人は、昭和19年に財団法人蒲田女子商業学校として設立（法令により昭和26年に学

校法人明泉学園に名称変更）され、昭和36年4月に鶴川高等学校を開校し、昭和43年4月に鶴

川女子短期大学（令和2年4月にフェリシアこども短期大学に名称変更）を開設した。 

現在のフェリシアこども短期大学は、下表1の1学科2コース、1専攻科を設置し、国際こど

も教育学科は、保育士・幼稚園教諭などの保育者養成を目的に人財育成を行っている。 

学科・専攻 教育の概要 

国際こども教育学科 

① こども教育コース 

乳幼児教育に関する基礎・応用知識や技術を学び、幼稚園教諭

二種免許状、保育士資格の取得を目指す。 

② 国際こども教育コース こども教育コース内容に加え、世界の乳幼児教育について目を

向け、多文化に対応できる国際感覚豊かな保育者を養成する。 

専攻科  

国際こども教育専攻 

世界の乳幼児教育や多文化を深く学び、英語力向上を図り、カ

ナダ・ブリティッシュコロンビア州のアシスタント保育士資格

取得を目指す。 

表 1 設置学科・専攻の概要 

 

フェリシアこども短期大学は開学以来、本学の教育理念である「愛をもって幼児を育成す

る保育者の養成」を掲げ、社会の要請に応じて、入学者に対して保育・教育に必要な専門的

知識と技術の修得と、保育士として必要な実践的教育を行い、10,000名余の有為な人財、多

くの保育士・幼稚園教諭を社会に送り出してきた。 

これまで学生募集は、概ね順調に推移してきたが、近年の短期大学への進学者及び保育・

幼児教育を希望する生徒の減少などの社会情勢の変化等により、下表2のとおり、ここ数年、

収容定員未達の状況が生じている。 

令和7年度

減少 減少 減少

入学定員 130人 100人 △ 30人 50人 △ 50人 50人 0人

収容定員 260人 230人 △ 30人 150人 △ 80人 100人 △ 50人

入学定員 100人 70人 △ 30人 30人 △ 40人 30人 0人

収容定員 200人 170人 △ 30人 100人 △ 70人 60人 △ 40人

入学定員 30人 30人 0人 20人 △ 10人 20人 0人

収容定員 60人 60人 0人 50人 △ 10人 40人 △ 10人

令和9年度 令和10年度

国際こども教育学科

（こども教育コース）

（国際こども教育コース）

学科コース名 令和8年度
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学科 項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 

国際こども

教育学科 

在籍学生数 246人 244人 226人 216人 179人 

収容定員 260人 260人 260人 260人 260人 

収容定員充足率 94.6％ 93.8％ 86.9％ 83.1％ 68.8％ 

表2 在籍者数及び収容定員充足率 

 

令和6年12月に令和8年度からの入学定員の変更（130人→100人）を行う「収容定員に係る

学則変更」の届け出を提出した。然しながら、女子の4年制大学志向の高まりなど、フェリシ

アこども短期大学を取り巻く環境変化が想定以上に厳しいものがあり、現下の状況を総合的

に勘案し，短期大学の入学定員の変更等について検討を重ねてきた。 

以上の経緯から，学校法人明泉学園の財務基盤が安定している現状において、短期大学の

将来（保育士・幼稚園教諭等のエッセンシャルワーカー養成校としての機能維持等）を見据

え、「戦略的縮小」と「教育の質の確保」を図ることが必須であるとの判断に至った。 

令和8年3月10日開催の教授会で意見を聴き、3月18日開催の理事会で短期大学の定員の適正

化を図るための入学定員の変更が承認され、国際こども教育学科の定員変更（減）を行うこ

ととした。なお、学校法人明泉学園の令和6年度決算における財務概況は下表3のとおりであ

り、学校法人明泉学園は安定した財務基盤を有していると判断している。 

項目 学校法人全体 短大部門 

定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体） Ａ1（正常） ― 

教育活動収支差額比率 △7.9％ △27.5％ 

経常収支差額比率 12.8％ △4.6％ 

事業活動収支差額比率（基本金組入前当年度収支差額） 8.2％ 1.6％ 

積立率 110.7％ ― 

表3 財務概況（令和6年度決算） 

 

ウ. 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

（ア）教育課程の変更内容について 

今回の定員変更に際し、国際こども教育学科の教育課程の変更は予定していない。 

 

（イ）教育方法及び履修指導方法の変更内容について 

今回の定員変更に際し、国際こども教育学科の教育方法及び履修指導方法の変更は予定し

ていない。 

 

（ウ）教員組織の変更内容について 

国際こども教育学科の基幹教員の人数は、文部科学省短期大学設置基準（9名）を上回る15

名（令和7年度）を配置している。定員減を行う令和9年度以降は短期大学設置基準（9名）を

満たす12名を配置する。 
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（エ）短期大学全体の施設・設備の変更内容について 

今回の定員変更に際し、国際こども教育学科の施設・設備の変更は予定していない。引き

続き同じ校地・校舎を利用する。 

 

エ. 2 以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画 

該当なし。 

 

オ. 大学設置基準第 25 条の 4 の規定に基づき授業の一部をサテライトキャン 

パス等の校舎以外の場所で行う場合の具体的計画 

該当なし。 

 

カ. 教育課程等の特例制度の認定を受けた大学について 

該当なし。 

 

以上の事由に基づき、フェリシアこども短期大学の収容定員に係る学則変更を届け出るも

のである。 

以上 
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学生の確保の見通し等を記載した書類 
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学生の確保の見通し等を記載した書類 
 

（１）収容定員を変更する組織の概要 

 ① 収容定員を変更する組織の概要 

名称（変更なし） 入学定員 収容定員 所在地（変更なし） 

国際こども教育学科 50名 100 名 

東京都町田市三輪町 

１１３５ 
こども教育コース 30名 60名 

国際こども教育コース 20名 40名 

 

②収容定員を変更する組織の特色 

フェリシアこども短期大学（以下、本学という）は、国際こども教育学科のみ

の単科の短期大学であり、東京都の指定保育士養成施設である。本学科は２年間

の保育士課程である「こども教育コース」と２年間課程に加え１年間の専攻科を

含む３年間の保育士課程である「国際こども教育コース」で構成される。 

本学の教育理念は、自分がどのような人生を送りたいかを主体的に選択する自

己覚知を支援すると同時に、教育・福祉の専門知識を活かして、家庭にあっても

社会にあっても、世界にあっても、自分のおかれた環境に地歩を固め、自分らし

く生きることができる力をもった人材を育成することにあり、本学科の特色は、

国際的な視野をもつとともに、多様な文化や価値観を理解し、グローバル化に対

応できる乳幼児教育者を育成することである。 

今回、入学生徒数の環境変化を考慮し定員数を令和 8年度入学定員１００名か

ら令和 9年度より５０名に変更する。 

 

（２）人材需要の社会的な動向等 

 ①収容定員を変更する組織で養成する人材の全国的、地域的、社会的動向の

分析 

資料 1 に示すとおり令和 7 年 1 月時点の保育士の有効求人倍率は 3.78 倍（対

前年同月比で 0.24ポイント上昇）となっており、全職種平均の 1.34倍と比べ

ると、依然高い水準で推移している。 

 

 

また資料 1－1 に示すとおり、本学の所在地である東京都の保育士の有効求人

倍率は、令和 7年 1月時点で 4.81倍（対前年比で 0.75 ポイント）と、全国平

均と比較しても高い水準になっていることから、本学が育成する保育系人材の

需要は高いと言える。 
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（資料１）保育士の有効求人倍率 

 
出典：厚生労働省「職業安定業務統計」 

（資料１-1）各都道府県別有効求人倍率等の比較 

 
出典：厚生労働省「職業安定業務統計」 

 

②中長期的な 18歳人口等入学対象人口の全国的、地域的動向の分析 

資料２に示す通り今後 10 年間、18 歳人口は減少傾向ではあるが区間別にみ

ると 2029年まではほぼ横ばいで、2030年以降減少し始め 2034 年以降その下が

り代が大きくなっていくと予測されている。 
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（資料２）18歳人口推移 

 
18 歳人口出典：文部科学省「学校基本統計」、厚生労働省「人口動態統計」を基に日本私立学校振興・共済事業団が作

成 

 

また資料 3 に示すように地域的に見た場合、全国的には 18 歳人口は減って

いくものの、東京都で見た場合 2034年まで増加傾向となっている。 

一方資料４に示すように神奈川県は全国の減少率とほぼ同等の減少率となっ

ている。 

 

(資料３)東京都 18歳人口増減率 2025年基点 
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(資料 4)神奈川県 18歳人口増減率 2025年基点 

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」を基に日本私立学校振興・共済事業団が作成 

 

東京都町田市に立地している当校の環境を鑑みた場合、これらの推計から

2030年まで 18歳人口の大幅な減少は無いものと期待できる。 

 

③収容定員を変更する組織の主な学生募集地域 

資料 5 に示すとおり過去 5 年間、東京都内の高校から本学に入学する生徒は

例年 60～70％を占めており今後も東京都を中心とした高校からの出身者が占

めると見込まれる。 

 

(資料５)本学の出身校所在地都道府県別の入学者数 

 
 

④既設組織の定員充足の状況 

 資料６に示すとおり年々定員充足率は年々低下しており令和 7 年度はでは定

員充足率が 70％を若干下回る状況となった。定員充足率低下傾向を勘案し入学

定員を 130から 100名に変更申請し令和 8年度入学生より入学定員充足率の適

正化を図っている状況。 

 

 

 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
東京都 88人 89人 68人 65人 52人

73.3% 70.1% 66.7% 61.3% 70.3%
神奈川 20人 26人 25人 28人 10人

16.7% 20.5% 24.5% 26.4% 13.5%
その他 12人 12人 9人 13人 12人

10.0% 9.4% 8.8% 12.3% 16.2%
合計 120人 127人 102人 106人 74人
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（資料６）本学の定員充足率 

 
 

（３）学生確保の見通し 

①学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

ア．既設組織における取組とその目標 

ａ.併設校（フェリシア高等学校）保育コースからの入学者数確保 

   フェリシア高等学校は、本学から徒歩 20 分と同沿線の通学エリアに位置

し、本学への進学率も高く、以前より併設校としての結びつきが強い。その

ため、女子普通科でありながら保育を志望する高校生の割合が高いことで知

られていたが、本学教員による高大連携授業の充実などが図られてきたタイ

ミングで、令和 4（2022）年より普通科の中に保育コースが設置された。保

育コースでは、家庭科のなかで保育系の学びの機会が設けられ、高校の教育

課程の中でも附属幼稚園・保育園の園児とのふれあいやピアノの基礎スキル

習得など、短期大学の学びにつながるように不断の改革を行ってきた。 本

学の入学定員確保に向けて、フェリシア高等学校の保育コースという大きな

安定したルートがあることは。近隣の他の養成校にはない強みと言える。 

 

ｂ.高大連携の推進 

フェリシア高等学校では、10年近く高大連携授業が行われており、単発の講

座ではなく、本学の教員が高校に出向き継続的に本学の授業を行い、本学入

学後には既修得単位として認められる取り組みが定着している。 

 

ｃ.オープンキャンパスの充実 

本学のオープンキャンパスは、各回テーマを設定し参加者の志願につながる

よう工夫して 

催している。令和６(2024)年度は、26 回開催し、特待奨学生総合型選説明会、

奨学金説明会、体験授業など、時期に合わせたテーマを設定し開催した。 

またどの回でも希望者には教職員との個別相談、在学生と話す機会を設け、そ

れぞれ 

来校者の意向を汲むよう努めた。令和 3(2021)～令和 6(2024）年度に実施した

オープンキャンパスの来校者数を資料 6-2に示す。過去 4年間では来校者数は

200名程度を維持している。 

 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
入学者数 120人 127人 102人 106人 74人
入学定員 130人 130人 130人 130人 130人
在籍者数 246人 244人 226人 216人 179人
収容定員 260人 260人 260人 260人 260人
入学定員充足率 92.3% 97.7% 78.5% 81.5% 56.9%
在籍定員充足率 94.6% 93.8% 86.9% 83.1% 68.8%
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（資料６-1）令和６(2024)年度オープンキャンパス実施実績 

  
  

（資料６-2）オープンキャンパス来校者数推移 

 
 

ｄ.大学案内や学生募集要項等の資料請求数 

資料請求数は資料７に示すとおり年々増加している。来校につながる機会と

なる資料請求は重要な取組みであるため、令和 6（2024）年 8月には学校案内

パンフレットを一新し、本学の特色や在校生の様子がより伝わりやすいパン

フレットとなるように工夫し、来校者増加につながるよう努めた。 

（資料 7）資料請求数推移 

 
 

ｅ.ホームページの改善 

令和 6（2024）年度初旬にホームページの見直しを図り、ページの更新や画像

やデザインの更新を行った。 

ホームページの他、SNS を活用した広報活動にも力を入れ、Instagram では、

本学の様子を知ってもらうため、受験生からの要望が多い授業内容の投稿な

ど積極的な運用に努めている。また、LINE 連携による資料請求、オープンキ

ャンパス申込を推進し、スマートフォンからの学生募集につなげられるよう

体制を強化している。 

 

ｆ.高等学校訪問 

年間を通じて、入試広報担当職員が定期的に近隣高等学校に訪問し、本学の特

色や入試選抜について伝えている。 

令和 8(2026)年度の入学予定者は、100 名程度の学生確保を目標にａからｆ

の取り組みをおこなっているが、実際の入学予定者は 70 名程度の見込みであ

る。 

      

第1回 4月27日 第11回 8月9日 第21回 2月16日
第2回 5月6日 第12回 8月15日 第22回 3月1日
第3回 5月18日 第13回 8月19日 第23回 3月22日
第4回 5月26日 第14回 8月24日 第24回 3月25日
第5回 6月8日 第15回 9月7日 第25回 3月26日
第6回 6月22日 第16回 9月28日 第26回 3月29日
第7回 7月13日 第17回 10月5日
第8回 7月27日 第18回 11月24日
第9回 8月4日 第19回 12月14日
第10回 8月5日 第20回 1月25日

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
来場者数 261人 294人 233人 216人

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
資料請求数 1,834 1,912 1,933 2,198
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イ．収容定員を変更する組織における取組とその目標 

上記の取組結果を踏まえ、次年度も継続して本学の認知度向上と特色を周知

する広報活動をおこなっていく。特に、オープンキャンパスだけではなく、学

生が授業を受けている期間に「学校公開 WEEK」を実施し、高校生や保護者だ

けでなく、ターゲットとなる地域にある高校の教員に本学への理解を深めて

もらう活動の充実を図る予定である。 

 

   ウ．当該取組の実績の分析に基づく、収容定員を変更する組織での  

入学者見込み 

 
前述のとおり、併設校（フェリシア高等学校）との高大連携、さらに保育コ

ースからの学生進学ルートは安定学生確保と考えられる。 

しかしながら資料８に示すとおり保育コースの在籍数が年々低下傾向にあ

り、令和 8 年度の入学者の見込み数が 70 名程度であることから、今後の学生

確保の取り組み強化も踏まえ令和 8 年度入学定員 100 名から更に 50 名に変更

し定員充足率を図ることは妥当であると考えられる。 

（資料 8）フェリシア高等学校在籍者数 令和 7 年 4 月時点 

 
 

 

 

②競合校の状況分析 

ア．競合校の選定理由と収容定員を変更する組織との比較分析、優位性 

本学の競合校として以下の 2校を選定した。 

ａ.和泉短期大学（神奈川県相模原市） 

ｂ.駒沢女子短期大学（東京都稲城市） 

選定理由は以下のとおりである。 

 いずれも単科の短期大学であるということ 

 定員規模が、aが 200名、ｂが 100名であること 

 神奈川県・東京都の高校生をターゲットにしており、学生募集の地域が

類似していること 

 いずれも保育者養成校であり、卒業と同時に取得できる資格が保育士資

格と幼稚園教諭二種免許状であること 

 いずれも最寄駅からバスを利用して通学すること  

競合校との比較の結果、特待奨学生総合型選抜・グローバル選抜・留学生選抜

という選抜方法は本学独自のものであり、受験生の受験機会を増やしていると

言える。 

   

学年 短大入学年度 総数 保育コース 総合コース
３年生 2026年度 219 105 114
２年生 2027年度 213 81 132
１年生 2028年度 172 76 96
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イ．競合校の入学志願動向等 

資料 8に示すとおり、近年の短大志望者ならびに保育系志望者の減少により、

本学も競合校２校も入学数は定員を下回る状況にある。 

しかしながら本学は既述したとおり、併設高校の保育コースからの進学者を

一定数確保できることに加え、本学の特色でもある国際こども教育コースの希

望者が見込める。 

（資料９）入学者定員充足率 

        
        

ウ．収容定員を変更する組織において定員を充足できる根拠等 

 競合２校のうち、ｂ短大は 2025 年度より文部科学省の「高等教育の修学支

援制度」対象外となるため、代替となる短期大学独自の奨学金制度が新設され

る予定である。そのため、文部科学省の制度の利用希望者でかつ保育系短期大

学志望者は、近隣である本学も志望校の候補となる可能性がある。 

 

  エ．学生納付金等の金額設定の理由 

 本学は令和元（2019）年に校舎建て替え後、令和３（2021）年度に施設費の

改定を行い、さらに令和 6（2024）年に光熱費等物価高騰のため施設費を改定

し、現在に至る。 

 

③競合校の状況分析 

 先行事例がないため省略。 

 

④学生確保に関するアンケート調査 

 収容定員変更に係る学則変更の届け出のため省略。 

 

⑤人材需要に関するアンケート調査等 

（２）①で述べたように保育士の有効求人倍率の全国平均は 3.78 倍と全職種

平均の 1.34倍と比べて大幅に高く、前年度に対して 0.24ポイントと上昇傾向

でもあることから当面この人材需要のニーズは高いものと考えられる。 

また本学の所在地である東京都の保育士の有効求人倍率は、4.81倍と、全国

平均と比較して更に高いことから本学を取り巻く地域的にもニーズが高いこ

とを確認している。 

 

本学 a短大 b短大
令和5年度 入学者/入学定員 102/130 190/200 56/100

入学定員充足率 78.5% 95.0% 56.0%
令和6年度 入学者/入学定員 106/130 145/200 34/100

入学定員充足率 81.5% 72.5% 34.0%
令和7年度 入学者/入学定員 74/130 127/200 32/100

入学定員充足率 56.9% 63.5% 32.0%
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（４）収容定員を変更する組織の定員設定の理由 

 入学定員充足率が一定の条件を下回った場合、文部科学省の「高等教育の修

学支援制度」対象外となり、例年、学生の 4割近くが利用している本制度の利

用希望者の受け入れが困難となるとなることが懸念される。 

そこで、短期大学教育系学科への志願倍率と入学定員充足率が年々減少してい

ることを考慮し、入学定員充足率を満たせる状況を継続していくため、総合的

に判断した結果、入学定員 50名に変更することとした。 

 

 

以 上 



新設組織が置かれる都道府県への入学状況 別紙１

○出身高校の所在地県別の入学者数の構成比（上位５都道府県）※直近年度

都道府県名 人　　数 構成比

1 東京 52人 70.3%

2 神奈川 10人 13.5%

3 千葉 4人 5.4%

4 栃木 1人 1.4%

5 茨城 1人 1.4%

全　　体 74人 100.0%

※「学校基本調査」の「出身高校の所在地県別入学者数」から作成すること。

○新設組織が置かれる都道府県の定員充足状況 ※出典：日本私立学校振興・共済事業団

令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 東京 73.78% 72.32% 65.11%

2

※２校地で教育課程を実施する場合はそれぞれの状況を記載すること。

○新設組織の学問分野（系統区分）の定員充足状況 ※出典：日本私立学校振興・共済事業団

令和４年度 令和５年度 令和６年度

1 教育系 73.96% 68.36% 63.66%

2

※「系統区分」は日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」の系統区分に従うこと。

※大学、学部、学部の学科、短期大学、短期大学の学科を設置する場合や収容定員の増加に係る学則変更認可申請の場合に
作成（専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校を含む）。大学院は作成不要。

新組織所在地
（都道府県）

充足率

系統区分
充足率
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既設学科等の入学定員の充足状況（直近５年間） 別紙２－○

大学学部学科等名：フェリシアこども短期大学国際こども学科
（大学の学科、短大の専攻課程、高専の学科ごとに作成。大学院は作成不要。）

１．各選抜方法の状況
R２年度入学者 R３年度入学者 R４年度入学者 R５年度入学者 R６年度入学者 平　　均

75人 80人 82人 82人 77人 79人 
延べ人数 志願者数 122人 106人 107人 89人 93人 103人 

受験者数 122人 106人 107人 89人 93人 103人 
合格者数 122人 106人 107人 89人 93人 103人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 4人 2人 0人 0人 0人 1人 

実 人 数 志願者数 122人 106人 107人 89人 93人 103人 
受験者数 122人 106人 107人 89人 93人 103人 
合格者数 122人 106人 107人 89人 93人 103人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 4人 2人 0人 0人 0人 1人 

118人 104人 107人 89人 93人 102人 
20人 20人 20人 20人 20人 20人 

延べ人数 志願者数 8人 10人 18人 12人 7人 11人 
受験者数 8人 10人 18人 12人 7人 11人 
合格者数 8人 10人 18人 12人 7人 11人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人

実 人 数 志願者数 8人 10人 18人 12人 7人 11人
受験者数 8人 10人 18人 12人 7人 11人
合格者数 8人 10人 18人 12人 7人 11人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人

8人 10人 18人 12人 7人 11人
10人 10人 10人 10人 10人 10人

延べ人数 志願者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
受験者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人

実 人 数 志願者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
受験者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 0人
0人 0人 0人 0人 0人 0人

延べ人数 志願者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
受験者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人

実 人 数 志願者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
受験者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 0人
25人 20人 18人 18人 23人 21人

延べ人数 志願者数 4人 7人 4人 1人 6人 4人
受験者数 4人 7人 4人 1人 6人 4人
合格者数 4人 7人 4人 1人 6人 4人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 1人 1人 0人 0人 0人 0人

実 人 数 志願者数 4人 7人 4人 1人 6人 4人
受験者数 4人 7人 4人 1人 6人 4人
合格者数 4人 7人 4人 1人 6人 4人
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人
辞退者数 1人 1人 0人 0人 0人 0人

3人 6人 4人 1人 6人 4人
130人 130人 130人 130人 130人 130人 

延べ人数 志願者数 134人 123人 129人 102人 106人 119人 
受験者数 134人 123人 129人 102人 106人 119人 
合格者数 134人 123人 129人 102人 106人 119人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 5人 3人 0人 0人 0人 2人 

実 人 数 志願者数 134人 123人 129人 102人 106人 119人 
受験者数 134人 123人 129人 102人 106人 119人 
合格者数 134人 123人 129人 102人 106人 119人 
うち追加合格者数 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
辞退者数 5人 3人 0人 0人 0人 2人 

129人 120人 129人 102人 106人 117人 

３．入学定員充足率
R２年度入学者 R３年度入学者 R４年度入学者 R５年度入学者 R６年度入学者 平　　均

130人 130人 130人 130人 130人 130

0.99 0.92 0.99 0.78 0.82 0.90

0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99

入 学 定 員 充 足 率

（備考）特記事項がある場合は記載すること。
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歩 留 率
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募集人数

入学者数

募集人数

入学者数
募集人数

募集人数

入学者数

入学者数
募集人数

入学者数
募集人数

入学者数
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既設学科等の学生募集のためのPR活動の過去の実績 別紙３

①募集を行った学科等名称及び取組の名称：フェリシアこども短期大学国際こども教育学科のオープンキャンパス

R５年度入試 R６年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a) 233人 216人

うち受験対象者数(b) 121人 83人

うち受験者数(c) 107人 74人

うち入学者数(d) 106人 74人

（受験率 c/b） 88.4% 89.2%

（入学率 d/b） 87.6% 89.2%

R５年度入試 R６年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a) 1933人 2198人

うち受験対象者数(b) 434人 662人

うち受験者数(c) 107人 74人

うち入学者数(d) 107人 74人

（受験率 c/b） 24.7% 11.2%

（入学率 d/b） 24.7% 11.2%

③募集を行った学科等名称及び取組の名称：

R５年度入試 R６年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a)

うち受験対象者数(b)

うち受験者数(c)

うち入学者数(d)

（受験率 c/b） #DIV/0! #DIV/0!

（入学率 d/b） #DIV/0! #DIV/0!

④募集を行った学科等名称及び取組の名称：

R５年度入試 R６年度入試 取組概要と入学者数等に関する分析

参加者等総数(a)

うち受験対象者数(b)

うち受験者数(c)

うち入学者数(d)

（受験率 c/b） #DIV/0! #DIV/0!

（入学率 d/b） #DIV/0! #DIV/0!

①取組概要
当該学科受験希望者に対し、土日を中心に下記回数のオープンキャンパスを実
施。学校説明・入試説明・体験授業・授業見学・施設案内・在校生懇談会・個別
相談会を行い本校の魅力の訴求に努めた。尚、平日個別相談会は土日祝を除く毎
日実施し、受験希望者が来校しやすい環境を整えた。
R5年度（R6入学対象）：30回／R6年度（R7入学対象）：26回

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
受験率・入学率は非常に高い水準を維持しているものの、受験対象来校者数が
年々低減していることを受け、今回募集定員減の決断に至った。減少トレンドに
ある受験対象来校者数が80名を割ることなく現状水準を維持することで、入学定
員70名は十分達成可能であると判断する。

①取組概要
2024年に進学媒体の見直し及びSNSへの注力、HP・パンフレットのリニューアルを
行い訴求効果の向上に努めた結果、資料請求総数・対象者請求数ともに増加トレ
ンドとなっている。

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
これまでの広報施策が功を奏し資料請求数自体は増加することができたため、今
後は受験者数を増加させるべく、SNSの更なる活用・イベントの見直し・高校との
連携強化を一層図る方針である。尚、対象者請求数は今年度より微増の700件程度
が想定され、外的環境を鑑み仮に受験者率微減の10%となった場合においても、入
学定員充足率の適正化（70名）を達成することは十分可能であると考える。

①取組概要

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
※入学率等を用いて、本取組に関する参加者等総数の見込みから予想さ
れる入学者の人数を分析してください。

①取組概要

②過去の取組実績を踏まえた新設組織の入学者数の見込みに関する分析
※入学率等を用いて、本取組に関する参加者等総数の見込みから予想さ
れる入学者の人数を分析してください。

②募集を行った学科等名称及び取組の名称：フェリシアこども短期大学国際こども教育学科の
 学校案内配布による訴求活動
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